
県営住宅用途変更・模様替え・増築承認手続きの流れ：

県営住宅の用途変更・模様替え・増築承認について

県営住宅には、勝手に壁に穴を開けたり、手すりを取り付けることはできません。
手すりや温水洗浄式便座等の取り付けなどを行いたい場合は、「県営住宅用途変更・模様替え・増築承認申請
書[書類３]」に具体的内容を記載した図面などを添付し提出してください。住宅供給公社の承認を受ければ取り
付けることができます。
なお、県営住宅から退去する際は、入居したときの状態で返還してください。

step

① 書類のダウンロード

step

② 書類に記入

step

③ 資料・図面等の添付

step

④ 住宅供給公社へ送付

★ 手すり等を設置する際は、どこに設置するかを示した間取り図と設置する手すり
等の図面またはカタログの写しが必要です。なお、設置費用については、各市町役
場福祉担当課等にご相談ください。

★ 温水洗浄式便座、段差解消等を行う場合には、具体的内容を記載した資料また

☆ 県営住宅用途変更・模様替え・増築承認申請書 [書類３]

申請者の記入欄は提出年月日と各書類の太枠内の欄です。もれなくご記入ください。

③［書類３］とステップ の書類を添付し、提出してください。

営業時間 ８：３０～１７：１５（土・日曜日・祝日を除く）

東部支所
東部支所富士出張所
住宅サービス課
西部支所

静岡県住宅供給公社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

℡ （０５５）９２０－２２７１
℡ （０５４５）５５－２８１７
℡ （０５４）２５５－４８２４
℡ （０５３）４５５－００２５

書類の提出先は県営住宅を管轄する住宅供給公社へ送付してください。

〒 430 - 0929

浜松市中央区中央１丁

目１２-１

県浜松総合庁舎９階

静岡県住宅供給公社
西部支所 宛

東部支所住宅サービス課（中部）西部支所

〒 410-0055

沼津市高島本町１-３
県東部総合庁舎

本館２階

静岡県住宅供給公社
東部支所 宛

〒 417-8601

富士市永田町１丁目
１００

富士市役所５階南側

静岡県住宅供給公社
富士出張所 宛

〒 420-0853

静岡市葵区追手町
９-１８

静岡中央ビル９階

静岡県住宅供給公社
住宅サービス課 宛

富士出張所(富士・富士宮）



様式第６号（第８条関係）

年 月 日

次のとおり用途変更・模様替え・増築の承認を受けたいので、申請します。
なお、住宅を返還する際には、原状に回復することを誓約します。

１ 電気容量の変更

２手すりの設置
（設置箇所 ）

３ 段差の解消
（箇所 ）

４ その他
（ ）

備考
手すりの設置、段差解消等を行う場合には、具体的内容を記載した図面等を添付してください。

静岡県住宅供給公社理事長 様

県営住宅用途変更・模様替え・増築承認申請書

静 岡 県 知 事 様

申請の理由

住宅名 団地 棟 号室

入居者氏名

申請の内容
○（該当する番号を

で囲んでください）

電話番号

書類３


